




「住宅改修に要する費用の見積もり」はその内訳がわかるよう、
改修内容、材料費等を適切に区分したもので、原則として別紙２
の様式を使用すること。



要旨
担当のケアマネ等は利用者に対し複数の住宅改修
事業者から見積もりを取るように指導すること。




